
 
 

新築・増改築 大規模改修等 
外気に接する 
屋根、壁又は床

空気調和設備 

2,000㎡以上かどうか 大規模かどうか 大規模かどうか

新築 増築 改築

設置修繕・模様替 改修

省エネ措置の所管行政庁への届出（工事着工の21日前まで） 

判断基準に照らして著しく不十分かどうか 

指示 
(正当な理由なく従わない場合公表) 

省エネ措置の変更 

工事の実施 

維持保全の実施 

維持保全の状況の所管行政庁への報告（3年ごと） 

判断基準に照らして著しく不十分かどうか 

省エネ措置

の努力 

維持保全の変更 

勧告 

維持保全の実施 

届
出
ま
で 

YES NO YES NO NOYES

YESNO 

NO YES

（以後３年ごとに報告） 
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